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第 一 日  平 成 二 十 二 年 九 月 七 日      開 会  午 前 十 時 〇 三 分  

 

【 開 会 前 に 、 吉 村 忠 男 議 員 か ら 入 院 加 療 の た め 欠 席 す る 届 出 が あ っ た 旨 、 事 務 局  

長 よ り 報 告 】  

 

 

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  た だ 今 の 出 席 議 員 数 は 、 十 三 名 で あ り ま す 。  

定 足 数 に 達 し て お り ま す の で 、 た だ 今 か ら 平 成 二 十 二 年 第 三 回 藤 崎 町 議 会 定  

例 会 を 開 会 い た し ま す 。  

   こ れ か ら 、 本 日 の 会 議 を 開 き ま す 。  

  日 程 第 一 、 会 議 録 署 名 者 の 指 名 を 行 い ま す 。  

会 議 規 則 第 百 十 五 条 の 規 定 に よ り 会 議 録 署 名 者 は 、  

四  番  小  野    稔  君   

五  番  藤  林  公  正  君   

七  番  相  馬  勝  治  君 を 指 名 い た し ま す 。  

日 程 第 二 、 会 期 の 決 定 を 議 題 と い た し ま す 。  

本 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て は 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し  

た の で 、 議 会 運 営 委 員 長 の 報 告 を 求 め ま す 。  

横 山 憲 一 議 会 運 営 委 員 長 。  

     ［ 議 会 運 営 委 員 長  横 山 憲 一 君  登 壇 ］  

○ 議 会 運 営 委 員 長 （ 横 山 憲 一 君 ）  

お は よ う ご ざ い ま す 。  
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た だ 今 か ら 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た 結 果 を ご 報 告 も う し あ げ ま す 。去

る 九 月 三 日 、 午 前 十 時 か ら 小 会 議 室 に お い て 、 地 方 自 治 法 第 百 九 条 の 二 第  

四 項 第 一 号 の 所 管 事 務 調 査 を す る た め 議 会 運 営 委 員 会 を 開 催 し 、 平 成 二 十 二 年  

第 三 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て 各 委 員 の 意 見 を 十 分 尊 重  

し た う え 、 慎 重 に 審 議 い た し ま し た と こ ろ 、 会 期 は 本 日 か ら 九 月 十 六 日 ま で の  

十 日 間 と し 、 会 期 日 程 に つ い て は 、 お 手 元 に 配 布 し て お り ま す と お り  

九 月 七 日 は 、 開 会 ・ 会 議 録 署 名 者 指 名 ・ 会 期 の 決 定 ・ 諸 般 の 報 告 ・ 町 長 提 案 理  

由 説 明 ・ 平 成 二 十 一 年 度 決 算 審 査 報 告 ・ 決 算 特 別 委 員 会 設 置 ・ 請 願 審 議 ・ 採 決  

九 月 八 日 ・ 九 日 は 、 議 案 熟 考 の た め 休 会  

九 月 十 日 は 、 町 政 に 対 す る 一 般 質 問  

九 月 十 一 日 ・ 十 二 日 は 、 休 日 及 び 日 曜 日 の た め 休 会  

九 月 十 三 日 は 、 各 常 任 委 員 会 開 催 の た め 休 会  

九 月 十 四 日 ・ 十 五 日 は 、 決 算 特 別 委 員 会 開 催 の た め 休 会  

九 月 十 六 日 は 、 議 案 審 議 ・ 採 決 ・ 閉 会  

以 上 の よ う に 議 会 運 営 委 員 会 で 決 定 い た し ま し た こ と を 、 ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

以 上 で ご ざ い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り し ま す 。  

た だ 今 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 が あ り ま し た と お り 、 本 定 例 会 の 会 期 は 本  

日 か ら 九 月 十 六 日 ま で の 十 日 間 と し 、 休 会 日 は お 手 元 に 配 布 し て お り ま す 日 程  

表 の と お り に し た い と 思 い ま す 。  

こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  
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○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

   よ っ て 、 議 会 運 営 委 員 長 の 報 告 の と お り 、 会 期 は 本 日 か ら 九 月 十 六 日 ま で の  

十 日 間 と い た し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 三 、 諸 般 の 報 告 を 行 い ま す 。  

議 案 等 の 受 理 事 項 に つ い て は 朗 読 を 省 略 し 、 お 手 元 に 配 布 し て お り ま す 印 刷  

物 に よ り 、 ご 了 承 願 い ま す 。  

  次 に 、 平 成 二 十 二 年 八 月 五 日 、 高 志 会 の 廃 止 届 が 提 出 さ れ 、 同 日 に 明 政 会 へ  

鶴 賀 谷 貴 議 員 が 加 入 の 会 員 変 更 届 が あ り ま し た の で 、 報 告 い た し ま す 。  

次 に 、 平 成 二 十 二 年 八 月 三 十 日 付 青 森 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 報 告 第 十 五  

号 で 、 青 森 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 議 会 の 議 員 の 選 挙 に お い て 、 五 所 川 原 市  

長 平 山 誠 敏 氏 並 び に 大 鰐 町 長 山 田 年 伸 氏 及 び 田 舎 館 議 会 議 長 工 藤 榮 治 氏 が 当 選  

の 告 示 さ れ ま し た こ と を 報 告 い た し ま す 。  

次 に 、 代 表 監 査 委 員 か ら 監 査 報 告 を 求 め ま す 。  

神 忠 勝 代 表 監 査 委 員 。  

［ 代 表 監 査 委 員  神 忠 勝 君  登 壇 ］   

○ 代 表 監 査 委 員 （ 神 忠 勝 君 ）  

お は よ う ご ざ い ま す 。  

監 査 報 告 を 申 し 上 げ ま す 。 例 月 出 納 検 査 に つ い て は 去 る 八 月 二 十 五 日 、 二 十  

六 日 、 二 十 七 日 の 三 日 間 に わ た り 、 七 月 分 の 各 会 計 の 収 入 ・ 支 出 に つ い て 、 町  

長 か ら 提 出 さ れ ま し た 出 納 関 係 諸 帳 簿 並 び に 支 出 に 関 す る 諸 書 類 等 を 照 合 監 査  

い た し ま し た と こ ろ 、 適 正 か つ 正 確 に 処 理 さ れ て お り 異 常 な い も の と 認 め ま し  



- 4 - 

た 。  

以 上 で あ り ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  監 査 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

こ れ で 諸 般 の 報 告 を 終 わ り ま す 。  

日 程 第 四 、 報 告 第 十 号 か ら 報 告 第 十 一 号 ま で 及 び 議 案 第 四 十 五 号 か ら 議 案 第  

五 十 七 号 ま で 一 括 上 程 し 町 長 か ら 提 案 理 由 の 説 明 を 求 め ま す 。  

小 田 桐 智 高 町 長 。  

［ 町 長  小 田 桐 智 高 君  登 壇 ］  

○ 町 長 （ 小 田 桐 智 高 君 ）  

（ 提 案 理 由 の 説 明  別 紙 の と お り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 五 、 平 成 二 十 一 年 度 決 算 審 査 報 告 に つ い て 代 表 監 査 委 員 か ら 報 告 を 求  

め ま す 。  

神 忠 勝 代 表 監 査 委 員 。  

［ 代 表 監 査 委 員  神 忠 勝 君  登 壇 ］   

○ 代 表 監 査 委 員 （ 神 忠 勝 君 ）  

平 成 二 十 一 年 度 決 算 審 査 に つ い て 御 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

平 成 二 十 一 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 、 平 成 二 十 一 年 度 藤 崎 町 国 民 健  

康 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 、 平 成 二 十 一 年 度 藤 崎 町 老 人 保 健 特  

別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 、 平 成 二 十 一 年 度 藤 崎 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出  

決 算 、 平 成 二 十 一 年 度 藤 崎 町 介 護 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 、 平  

成 二 十 一 年 度 藤 崎 町 水 道 事 業 会 計 決 算 、 平 成 二 十 一 年 度 藤 崎 町 農 業 集 落 排 水 事  
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業 会 計 決 算 、 平 成 二 十 一 年 度 藤 崎 町 下 水 道 事 業 会 計 決 算 、 以 上 の 会 計 決 算 に つ  

い て 平 成 二 十 二 年 八 月 九 日 か ら 十 一 日 ま で 及 び 十 六 日 か ら 十 八 日 ま で の 六 日 間  

に わ た り 平 成 二 十 一 年 度 各 会 計 の 決 算 書 、 歳 入 歳 出 事 項 別 明 細 書 、 実 質 収 支 に  

関 す る 調 書 、 財 産 に 関 す る 調 書 、 及 び 関 係 諸 帳 簿 並 び に 諸 書 類 等 の 提 出 を 求 め  

慎 重 に 審 査 い た し ま し た と こ ろ 、 計 数 に 誤 り が な く 、 適 切 に 処 理 さ れ て お り ま  

す 。 正 当 で あ る も の と 認 め ま し た 。 ま た 将 来 に わ た り 、 健 全 な 財 政 運 営 を 確 か  

な も の に す る た め に は 、 地 方 公 共 団 体 の 財 政 健 全 化 に 関 す る 法 律 に 基 づ き 健 全  

化 判 断 比 率 及 び 資 金 不 足 比 率 に つ い て 早 期 健 全 化 基 準 及 び 経 営 健 全 化 基 準 を 上  

回 ら な い 財 政 運 営 を 引 き 続 き 堅 持 す る よ う 努 力 さ れ た い 。  

な お 細 部 に つ い て は 、 別 紙 意 見 書 の と お り で あ り ま す の で 省 略 い た し ま す 。  

以 上 、 決 算 審 査 の 御 報 告 を い た し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  決 算 審 査 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

日 程 第 六 、 決 算 特 別 委 員 会 設 置 の 件 を 議 題 と い た し ま す 。  

お 諮 り し ま す 。  

本 定 例 会 は 議 案 第 五 十 号 か ら 議 案 第 五 十 七 号 ま で の 平 成 二 十 一 年 度 の 各 会 計  

の 決 算 が 上 程 さ れ て お り ま す の で 、 議 員 全 員 の 委 員 を も っ て 構 成 す る 決 算 特 別  

委 員 会 を 設 置 し こ れ に 付 託 の う え 、 審 査 期 限 を 平 成 二 十 二 年 第 三 回 定 例 会 ま で  

と し た い と 思 い ま す 。 こ れ に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ ｢ 異 議 な し ｣ の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 議 員 全 員 の 委 員 を も っ て 構 成 す る 決 算 特 別 委 員 会 を 設 置 し 、 議 案 第 五  
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十 号 か ら 議 案 第 五 十 七 号 ま で を こ れ に 付 託 の 上 、 審 査 期 限 を 平 成 二 十 二 年 第 三  

回 定 例 会 ま で と す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  日 程 第 七 、 請 願 第 五 号 「 所 得 税 法 第 五 十 六 条 廃 止 を 求 め る 意 見 書 」 を 国 へ の  

提 出 を 求 め る 請 願 書 を 議 題 と し ま す 。  

請 願 第 五 号 の 紹 介 議 員 で あ り ま す 浅 利 直 志 君 か ら 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。  

浅 利 直 志 君 。  

［ 十 三 番  浅 利 直 志 君  登 壇 ］  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

そ れ で は 所 得 税 法 第 五 十 六 条 廃 止 を 求 め る 意 見 書 。 こ れ に つ い て の 趣 旨 説 明  

を い た し ま す 。  

皆 さ ん 、 お 手 元 に 請 願 書 の 写 し が 配 布 さ れ て い ら っ し ゃ る と 思 い ま す け れ ど  

も 、 こ の 請 願 団 体 は 、 弘 前 民 主 商 工 会 婦 人 部 部 長 の 田 村 芳 子 で ご ざ い ま す 。  

請 願 趣 旨 に つ い て 申 し 述 べ ま す 。  

中 小 業 者 や 農 林 水 産 業 は 、 地 域 の 担 い 手 と し て 、 こ れ ま で の 日 本 の 経 済 の 発  

展 に 貢 献 し て き ま し た 。 そ の 自 営 業 を 支 え て い る 家 族 従 業 者 の 働 き 分 、 自 家 労  

賃 ・ 給 与 は 現 行 税 法 上 所 得 税 法 第 五 十 六 条 に よ り ま す と 、 配 偶 者 と そ の 親 族 が  

事 業 に 従 事 し た と き 対 価 の 支 払 は 、 必 要 経 費 に 算 入 し な い 、 と い う ふ う に な っ  

て お り 、 必 要 経 費 と し て 認 め ら れ て お り ま せ ん 。 事 業 主 の 所 得 か ら 、 控 除 と い  

う 形 で 、 み な さ れ る 働 き 分 は 、 配 偶 者 の 場 合 で も 八 十 六 万 円 、 跡 継 ぎ な ど の 家  

族 従 業 者 の 場 合 に い た っ て は 、 五 十 万 円 し か 認 め ら れ て お り ま せ ん 。 こ の わ ず  

か な 控 除 が 、 所 得 と み な さ れ る た め 、 社 会 的 に も 経 済 的 に も 全 く 自 立 が で き な  

い 状 況 で あ り ま す 。 こ れ で は 家 業 を 一 緒 に や り た く て も 、 十 分 な 保 証 が で き ず  
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後 継 者 不 足 へ も 拍 車 を か け て い る 現 状 が 続 い て お り ま す 。 さ ら に 私 た ち は ど ん  

な に 働 い て も 、 ひ と り 前 の 人 間 と し て 認 め ら れ ず 、 所 得 証 明 書 さ え も 発 行 し て  

も ら う こ と が で き ま せ ん 。 人 権 侵 害 の 最 た る も の と し て 産 後 の 保 育 所 の 申 請 か  

ら 、 生 活 の あ ら ゆ る 場 面 で 悔 し い 思 い を し て き ま し た 。  

所 得 税 法 上 で は 、 所 得 税 法 第 五 十 七 条 、 こ の 五 十 七 条 で 青 色 申 告 に す れ ば 、  

働 き 分 、 自 家 労 賃 、 或 い は 給 与 を 認 め て い ま す が 、 同 一 労 働 で あ り な が ら 、 青  

色 と 白 色 で 差 別 す る 制 度 自 体 が 矛 盾 し て 問 題 で ご ざ い ま す 。 ア メ リ カ 、 イ ギ リ  

ス 、 フ ラ ン ス 、 ド イ ツ 、 韓 国 な ど の 諸 外 国 で は 、 当 た り 前 に 自 家 労 賃 は 必 要 経  

費 と し て 認 め ら れ 、 家 族 従 業 者 の 人 格 ・ 人 権 ・ 労 働 を 正 当 に 評 価 し て い る と こ  

ろ で あ り ま す 。  

従 い ま し て 、 請 願 項 目 と し て 、 所 得 税 法 五 十 六 条 の 廃 止 を 求 め る 意 見 書 を 国  

へ 提 出 す る こ と を 求 め る 請 願 で ご ざ い ま す 。  

な に と ぞ 、 議 員 各 位 の 御 賛 同 を お 願 い す る 次 第 で ご ざ い ま す 。  

よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  趣 旨 説 明 が 終 わ り ま し た 。 こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

質 疑 な し と 認 め ま す 。  

こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

     （ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

討 論 な し と 認 め ま す 。  

こ れ か ら 請 願 第 五 号 を 採 決 し ま す 。  
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請 願 第 五 号 は 採 択 す る こ と に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 請 願 第 五 号 は 採 択 す る こ と に 決 定 し ま し た 。  

浅 利 直 志 君 。  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

た だ い ま 、 請 願 採 択 し て い た だ き ま し て 誠 に 有 難 う ご ざ い ま す 。  

つ き ま し て は 、 関 係 機 関 へ 意 見 書 を 提 出 し て い た だ き た く 、 取 り 計 ら い の ほ  

ど 、 よ ろ し く お 願 い し た い と 思 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り し ま す 。 た だ い ま 浅 利 直 志 君 か ら 意 見 書 を 提 出 し た い 旨 の 発 言 が あ り  

ま し た 。  

こ れ に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 意 見 書 を 提 出 す る こ と に 決 定 し ま し た 。  

な お 意 見 書 の 作 成 に つ い て は 、 紹 介 議 員 と 本 職 に 一 任 願 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  日 程 第 八 、 請 願 第 六 号 治 安 維 持 法 犠 牲 者 に 国 家 賠 償 法 の 制 定 を 求 め る 国 へ の  

意 見 書 の 提 出 に つ い て の 請 願 書 を 議 題 と い た し ま す 。  

請 願 第 六 号 の 紹 介 議 員 で あ り ま す 浅 利 直 志 君 か ら 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。  
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浅 利 直 志 君 。  

［ 十 三 番  浅 利 直 志 君  登 壇 ］  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

そ れ で は 、 引 き 続 き ま し て 、 請 願 趣 旨 の 説 明 を い た し た い と 思 い ま す 。  

本 請 願 の 名 称 は 、 治 安 維 持 法 犠 牲 者 に 国 家 賠 償 法 の 制 定 を 求 め る 国 へ の 意 見  

書 の 提 出 に つ い て の 請 願 書 で ご ざ い ま す 。 請 願 者 は 、 治 安 維 持 法 犠 牲 者 国 家 賠  

償 要 求 同 盟 青 森 県 本 部 会 長 中 村 勝 巳 氏 で ご ざ い ま す 。 請 願 の 趣 旨 を 読 み 上 げ ま  

し て 、 趣 旨 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

戦 前 天 皇 制 政 治 の も と で 、 主 権 在 民 を と な え 、 侵 略 戦 争 に 反 対 し た た め に 治  

安 維 持 法 で 弾 圧 さ れ 多 く の 国 民 が 、 犠 牲 を こ う む り ま し た 。 治 安 維 持 法 が 制 定  

さ れ た 一 九 二 五 年 か ら 廃 止 さ れ る ま で の 二 十 年 間 に 逮 捕 者 数 十 万 人 余 、 送 検 さ  

れ た 人 七 万 五 千 六 百 八 十 一 人 ， 虐 殺 さ れ た 人 八 十 人 以 上 、 拷 問 、 虐 待 な ど に よ  

る 獄 死 千 六 百 人 余 、 実 刑 五 千 百 六 十 二 人 に の ぼ っ て い ま す 。  

戦 後 治 安 維 持 法 は 日 本 が ポ ツ ダ ム 宣 言 を 受 諾 し た こ と に よ り 、 政 治 的 自 由 の  

弾 圧 と 、 人 道 に 対 す る 悪 法 と し て 廃 止 さ れ ま し た 。 こ の 法 律 に よ っ て 処 罰 さ れ  

た 人 々 は 、 無 罪 と さ れ ま し た が 、 日 本 政 府 は 謝 罪 も 賠 償 も し て お り ま せ ん 。  

ド イ ツ で は 連 邦 補 償 法 で 、 ナ チ ス の 犠 牲 者 に 謝 罪 し 賠 償 し て い ま す 。 イ タ リ  

ア で も 国 家 賠 償 法 で 「 反 フ ァ シ ス ト 政 治 犯 」 に 終 身 年 金 を 支 給 し て い ま す 。 ア  

メ リ カ ・ カ ナ ダ で は 、 第 二 次 世 界 大 戦 中 強 制 収 容 し た 日 系 市 民 に 対 し 、 一 九 八  

八 年 に 市 民 的 自 由 法 を 制 定 し 、 約 二 万 ド ル な い し 二 万 一 千 ド ル 、 約 二 百 五 十 万  

円 を 支 払 い 、 大 統 領 が 謝 罪 し て い ま す 。 韓 国 で は 、 治 安 維 持 法 犠 牲 者 を 愛 国 者  

と し て 表 彰 し 、 犠 牲 者 に 年 金 を 支 給 し て い ま す 。 以 上 の 諸 外 国 の 現 状 に か か わ  

ら ず 、 日 本 政 府 は 謝 罪 も 賠 償 も し て い な い 現 状 で あ り ま す 。  
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従 い ま し て 請 願 項 目 と し て 、 一 番 下 の 方 に あ り ま す 。 三 項 目 で ご ざ い ま す 。  

国 は 治 安 維 持 法 が 人 道 に 反 す る 悪 法 で あ っ た こ と を 認 め る こ と 。 二 項 目 目 は 、  

国 は 治 安 維 持 法 犠 牲 者 に 謝 罪 し 、 賠 償 を 行 う こ と 。 国 家 賠 償 を 行 う と い う 意 味  

で ご ざ い ま す 。 三 、 国 は 治 安 維 持 法 に よ る 犠 牲 の 実 態 を 調 査 し 、 そ の 内 容 を 公  

表 す る こ と 。 以 上 の 三 項 目 を 請 願 事 項 と し て 、 要 望 し て い る と こ ろ で ご ざ い ま  

す 。  

以 上 で ご ざ い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  趣 旨 説 明 が 終 わ り ま し た 。 こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

質 疑 な し と 認 め ま す 。  

こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

     （ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

討 論 な し と 認 め ま す 。  

こ れ か ら 請 願 第 六 号 を 採 決 し ま す 。  

請 願 第 六 号 は 採 択 す る こ と に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 請 願 第 六 号 は 採 択 す る こ と に 決 定 し ま し た 。  

浅 利 直 志 君 。  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  



- 11 - 

請 願 の 採 択 有 難 う ご ざ い ま し た 。  

つ き ま し て は 関 係 機 関 へ 意 見 書 を 提 出 し て い た だ き た く 取 り 計 ら い の ほ ど を  

お 願 い し た い も の で ご ざ い ま す 。  

よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。 た だ い ま 浅 利 直 志 君 か ら 意 見 書 を 提 出 し た い 旨 の 発 言 が  

あ り ま し た 。  

こ れ に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 意 見 書 を 提 出 す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。 な お 意 見 書 の 作 成 に つ い  

て は 、 紹 介 議 員 と 本 職 に 一 任 願 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  日 程 第 九 、 請 願 第 七 号 免 税 軽 油 制 度 の 継 続 を 求 め る 請 願 を 議 題 と し ま す 。  

  請 願 第 七 号 の 紹 介 議 員 で あ り ま す 、 浅 利 直 志 君 か ら 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。  

浅 利 直 志 君 。  

［ 十 三 番  浅 利 直 志 君  登 壇 ］  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

そ れ で は 引 き 続 き 請 願 、 免 税 軽 油 制 度 の 継 続 を 求 め る 請 願 に つ い て 趣 旨 説 明  

を さ せ て い た だ き ま す 。  

こ の 請 願 団 体 は 、 津 軽 農 民 組 合 代 表 者 平 沢 健 三 氏 で ご ざ い ま す 。 請 願 の 趣 旨  

で ご ざ い ま す 。  
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配 布 さ れ て お り ま す 資 料 に 沿 っ て 説 明 し た い と 思 い ま す 。  

こ れ ま で 農 家 の 経 営 に 貢 献 し て き た 免 税 軽 油 制 度 は 、 地 方 税 法 の 改 正 に よ っ  

て 、 こ の ま ま で は 二 〇 一 二 年 （ 平 成 二 十 四 年 ） 三 月 末 で 廃 止 さ れ る 状 況 に あ り  

ま す 。  

免 税 軽 油 と は 道 路 を 走 ら な い 機 械 に 使 う 軽 油 に つ い て 軽 油 引 取 税 （ 一 リ ッ ト  

ル 当 た り 三 十 二 円 十 銭 ） を 免 税 す る と い う 制 度 で あ り ま す 。 農 業 用 の 機 械 （ 耕  

運 機 、 ト ラ ク タ ー 、 コ ン バ イ ン 、 栽 培 管 理 用 機 械 畜 産 用 機 械 な ど ） や 船 舶 、 倉  

庫 で 使 う フ ォ ー ク リ フ ト 、 重 機 な ど 道 路 を 使 用 し な い 機 械 燃 料 の 軽 油 は 、 申 請  

す れ ば 免 税 が 認 め ら れ て き ま し た 。  

免 税 軽 油 制 度 が な く な れ ば 、 い ま で さ え 困 難 な 農 業 経 営 へ の 負 担 は 避 け ら れ  

ず 、 軽 油 を 大 量 に 使 う 畜 産 農 家 や 野 菜 ・ 園 芸 農 家 を は じ め 、 農 業 経 営 へ の 影 響  

は 深 刻 で す 。 制 度 の 継 続 は 、 地 域 農 業 の 振 興 と 食 糧 自 給 率 を 向 上 さ せ る 観 点 か  

ら も 有 効 で あ り 、 そ の 継 続 が 強 く 望 ま れ て い ま す 。  

以 上 の 趣 旨 か ら 、 下 記 の 事 項 に つ い て 意 見 書 を 政 府 関 係 機 関 に 提 出 し て い た  

だ く こ と を 請 願 い た し ま す 。  

そ し て 請 願 項 目 は 、 免 税 軽 油 の 制 度 を 継 続 し て い た だ き た い と い う 請 願 で ご  

ざ い ま す 。  

以 上 で ご ざ い ま す の で 、 議 員 各 位 の ご 賛 同 を 心 か ら お 願 い 申 し 上 げ る 次 第 で  

ご ざ い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  趣 旨 説 明 が 終 わ り ま し た 。  こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

質 疑 な し と 認 め ま す 。  
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こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

     （ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

討 論 な し と 認 め ま す 。  

こ れ か ら 請 願 第 七 号 を 採 決 し ま す 。  

請 願 第 七 号 は 採 択 す る こ と に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 請 願 第 七 号 は 採 択 す る こ と に 決 定 し ま し た 。  

浅 利 直 志 君 。  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）  

請 願 採 択 有 難 う ご ざ い ま し た 。 つ き ま し て は 関 係 機 関 に 対 し て 意 見 書 を 提 出  

し て い た だ き た い 。 そ の た め に 取 り 計 ら い の 程 お 願 い す る 次 第 で あ り ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り し ま す 。 た だ い ま 浅 利 直 志 君 か ら 意 見 書 を 提 出 し た い 旨 の 発 言 が あ り  

ま し た 。  

こ れ に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

よ っ て 意 見 書 を 提 出 す る こ と に 決 定 し ま し た 。 な お 意 見 書 の 作 成 に つ き ま し  

て は 、 紹 介 議 員 と 本 職 に 御 一 任 願 い ま す 。  
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こ れ を も っ て 、 本 日 の 日 程 は 終 了 い た し ま し た 。  

  本 日 は 、 こ れ に て 散 会 い た し ま す 。 ご 苦 労 様 で し た 。  

                                            

                    散 会  午 前 十 一 時 九 分  


